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編集担当︓⼭⽥ 禎子

小規模宅地の特例が適用できる不動産を相続しましたが相続税の申告期
限前に買い手が見つかりました。すぐに売ってもいいのでしょうか？

契約日・相続税の申告期限・引渡日の関係に注意する必要があります。

⼩規模宅地の特例は適⽤すると相続税の評価額を⼤幅に減額できるのでとて
も有利な制度ですが、相続後の売却スケジュール次第では適⽤できたはずの
宅地が適⽤できないこととされてしまうケースもあります。相続した不動産
の特例適⽤可否と相続後の財産処分計画には⼗分に注意して下さい。適⽤の
判断でお困りの際は是非東京シティ税理⼠事務所にご相談ください。

相続日
令和6年2月1日

契約日
令和6年10月1日

相続税申告期限
令和6年12月1日

引渡日
令和7年2月1日

相続した居住⽤家屋の売却スケジュール

相続日から申告期限ま
で所有・居住している 要件OK

※配偶者が相続したときは
いつ引渡しても問題なし

要件︓申告期限まで所有すること

契約時点ではまだ所有していると考えら
れるので売却契約をしても問題は無い。
しかし、申告期限前に引き渡してしまう
とその時点で所有していないことになる
ので要件から外れてしまう。

事業⽤の場合は︖
相続した宅地が居住⽤ではな
く事業⽤だった場合、「事業
継続の意思の有無」が問題に
なる場合があります。例えば、
申告期限前に売却の契約をし
たり、事業の廃業届出書を提
出したりするともはや事業を
継続していないとして適⽤で
きない可能性があります。

税理士紹介ページ

弊所に所属する

税理士一覧です。


